
市民学芸員〈令和７期生〉養成講座について 

 

１．資格・要件等 中学生以上で袖ケ浦市郷土博物館の活動に興味がある方。居住地の市内・市

外は問わない。市民学芸員は年間の講座全１１回のうち、７回以上の出席で市民学芸員認定。 

 

２．日程及び内容 （日時は変更になる場合があります） 

第１回 令和８年４月1８日（土）10:00～1１:00オリエンテーション 

・教育普及事業・博学連携事業と市民学芸員活動について 

（５月～７月に行われる市民学芸員主催・協力事業の説明） 

第２回 ５月９日（土）10:00～12:00 小学校６年生体験学習養成講座  

第３回 ６月2０日（土）10:00～11:30 博物館の仕事を見よう「バックヤードツアー」 

第４回 ７月29日（水）11:00～12:00 ＩＰＭについて学ぼう  

第５回 ８月22日（土）10:00～11:30 そではく大解剖！そではく辛口採点会 

第６回 9月19日（土）10:00～11:30 博物館の調査研究とフィールドワークの心得 

第７回 10月10日（土）10:00～12:00 フィールドワーク実習（石造物等野外調査） 

第８回 11月14日（土）8:30～16:00 よその博物館を見に行こう（バス移動講座） 

第９回 12月19日（土）10:00～11:30 小学校３年生体験学習スタッフ養成講座 

第10回 １月23日（土）10:00～11:30 資料整理の基礎 

第11回 ２月20日（土）13:30～15:00 修了式・記念講演会 

（市民学芸員フォローアップ研修と合同）             

☆すべての回について、現役市民学芸員の参加も歓迎 

第11回は講師の都合による日程変更あり 

 

３．講師 博物館職員と一部外部講師 

       

４．参加費 無料。野外調査の回は保険料として１００円程度。移動講座については入館料等の

参加費がかかる場合あり。 


